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はじめに 

 

 

 我が国が開発途上国に対して実施する無償資金協力は、当該国が公共的な開発計

画を実施するのに必要となる生産物、役務を調達するために必要な資金を供与する

政府開発援助のひとつです。 

無償資金協力事業の実施に必要となる概略設計調査（協力準備調査）は、独立行

政法人国際協力機構(JICA)が実施していますが、その目的は、要請された案件が当

該国の開発計画に照らし、無償資金協力案件としての妥当性の検証及び無償資金協

力対象案件として採択する際の最適案について概略設計を行うとともに、概略事業

費を積算することであり、コンサルタント会社との業務実施契約に基づき実施して

います。 

 2015 年度より無償資金協力のサブスキームが廃止され、施設・機材等調達方式に

おいて現地企業活用による実施が可能となりましたが、概略事業費の積算にあたっ

ては、現地仕様と設計を用い、現地企業を活用するという特殊性のなかで、その精

度を高める努力とともに、所定の期間内で作業がなされるよう積算方法の効率化・

簡素化を図ることが求められています。その一助として取りまとめたのが、「施設・

機材等調達方式（現地企業活用型）概略事業費積算マニュアル（試行版）（2015 年

11 月）」です。その後、約 5 年間の運用を経て、同マニュアルの内容を見直したも

のが「施設・機材等調達方式（現地企業活用型）概略事業費積算マニュアル（改訂

版）（2021 年 4 月）」となります。 

 本マニュアルが、コンサルタントが実施する概略事業費の積算の質的向上に役立

つことを期待しています。 
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第 1 章 総論 
 

1-1 本マニュアルの目的   

 本マニュアルは、無償資金協力の施設・機材等調達方式（現地企業活用型）に係る概

略事業費の積算に関する基本的な考え方等を提示することにより、積算内容の平準化・

適正化を図るとともに、積算業務を効率化・簡素化することを目的とする。 

 なお、ここでいう概略事業費の積算とは、基本図、概略施工（実施）計画等に基づき

概略事業費を算定することであり、以下、本マニュアルにおいては「積算」と記す。 

 

 

1-2 適用範囲 

 本マニュアルは、無償資金協力の施設・機材等調達方式（現地企業活用型）（機材調

達を含む）の「積算」に適用する。 

 

補足事項：複合案件の範囲規定について 

複合案件で、機材調達費として整理する範囲は、概略設計方針検討の段階で、積算方針

としてあらかじめ検討・整理するものとする。 

 
 

1-3 積算におけるコンサルタントの役割と責任 

 案件を担当するコンサルタントは、施設・機材等調達方式（現地企業活用型）の制度

と本旨を理解し、技術と経験・実績および正確な情報に基づき、自らの責任において調

査・設計・積算を行う。 

 積算にあたっては、調査・設計の成果を踏まえ、その内容と結果の妥当性を絶えず組

織として検討し、資料の欠落や過誤・違算を防止するとともに、求められる精度の範囲

において過大・過小のない適正な「積算」としなければならない。 

 
 

1-4 設計と積算の整合 

 調査・設計・積算という、無償資金協力に係る一連の業務を実施する中における「積

算」の位置付けは、調査・設計結果に基づき、それらと整合した施工（調達）条件（時

期・位置・自然条件・社会条件等）、施工に必要な諸数量、工事の標準的な施工方法・

工程等を一体的な構想のもとに取りまとめた積算方針を策定し、そのうえで事業費を構

成する各費目を定め、その費用を算出することである。 
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第 2 章 前提条件の整理 

 

2-1 積算の方針 

 「積算」には、施工方法、調達計画および工程計画等を一つにまとめた「施工（実施）

計画」の策定が欠かせない前提条件である。事業に係る種々の外的制約条件や、被援助国

政府が工事目的物及び調達機材に期待する諸条件等を踏まえ、合理的・経済的に実施され

ると想定される施工の手順、工法、使用する機械や仮設物などを勘案し、それらに必要と

なる労務、資・機材、工期、工程などを一体のものとして、総合的に検討しなければなら

ない。 

 工事（調達）の範囲、仕様、発注時期、施工（調達）方法、事業費の内容は工事（調達

業務）着手後の施工（調達）活動を大きく左右するものであり、その妥当性と現実性を的

確に判断するとともに、工事全体の安全にも留意し、無理のない適切なものに定める必要

がある。特に工事現場が複数（多数）に分散する場合は、サイト相互間の関連を検討・整

理した施工（実施）計画が必要である。 

 また、施工（実施）計画の策定にあたっては、事業実施工程と工事（調達実施）工程と

の整合を図り、相互に矛盾のないものとしなければならない。 

 

補足事項：分割調達（複数ロットに分けて発注する調達）について 

施工（実施）計画の策定にあたっては、策定作業の一環として、工事（調達）内容全

体を競争性、経済性、効率性、現地コンサルタント及び請負企業の能力等の観点から総

合的に勘案・検討したうえで、工事（調達）全体を複数のロットに分けて発注する等、

最も合理的な計画とすることが求められる。 

なお、分割発注とする場合は、分割ロット数、各ロットの規模・内容等を、適宜、適

切に設定しなければならない。また、このことについては概略設計方針検討の段階で、

積算方針としてあらかじめ検討・整理するものとする。 

 
 

2-2 積算関連調査 

 

2-2-1 調査方針 

 調査にあたっては、コンサルタントは事前に「積算」のための調査計画（チェックリス

トの準備が望ましい）を策定するとともに、現地調査出発前にあらかじめ当該国における

過去の無償類似案件報告書や予備調査資料等、入手可能な当該案件に係る情報を収集し、

施工（実施）計画の概要を整理する。 

 現地調査においては、調査計画、現地で判明した新たな事実等を踏まえ、できる限り多

くの情報を収集し、不足・不備のない調査を実施し、その結果を総合的に分析・検討する

とともに、検討の過程を資料として整理する。 

 なお、調査結果は施工（実施）計画及び積算に的確に反映されなければならない。 

 

2-2-2 調査の留意事項 

 「積算」の調査にあたっては、以下の事項に留意する。 

（１）先方政府案件や他ドナーの実績 

工事（調達）内容・施工（実施）計画（位置、範囲、規模、グレード、期間、調達

方法、品質管理、監理方法等）、施工（調達）契約に関わる紛争及び処理方法等注

意すべき契約条項、事業費に対する設計監理費の割合、㎡単価、ＢＱ表等 
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（２）主要資材や建設機械、事務所・宿舎等の実勢価格 

（３）労務・現地企業 

労働力 ：供給基盤、作業員の熟練度、労働力の季節的変動、歩掛、賃金（標準賃

金、割増手当、支払方法等）、労働時間・休日、通勤時間・手段、法定

福利（労災保険・失業保険・社会保障等） 

現地企業：会社名、所在地、資格、社格、能力、信用、外注工種、実績 

（４）機材の調達 

   調達先（代理店）、品質、納期、調達ルート、価格（市場価格及び 3 社見積、変動

傾向等） 

（５）実施機関 

   組織・予算・人員、責任範囲、技術レベル、運営・維持管理体制 

（６）法規・慣習 

技術基準・法規・慣習 ：設計基準、施工基準・規格、工法 

労働法規・慣習 ：労働制限、労働安全、衛生、雇用・解雇、最低保証賃金 

一般法規・制度・慣習 ：保険、税金、無償案件に適用される課税免除の範囲と方

法・手続、許可、免許、第三者災害、環境保全等の規制、

現地行政府の各種指導要綱、宗教上の制約、為替レート、

商習慣、政情、経済情勢、現地の風土、歴史、対日感情等 

（７）環境社会配慮    ：環境社会配慮に係る法令、制度、ガイドラインおよびそれ

に係る必要な行政手続き等 

 

2-3 施工計画 

 

2-3-1 施工方法等の策定 

政府直轄や他ドナーによって建設されている類似案件の事例を調査し、現地仕様・設

計、施工実態等を確認した上で、必要な改善点を概略設計に反映させることになる。施

工方法の策定にあたっては、原則として特殊なものを避けるとともに、現地企業の能力・

技術水準等を十分勘案した施工方法・工法（ソフトコンポーネント計画を含む）等を検

討・選択しなければならない。施工方法・工法等は、工事の規模、施工内容、現場環境、

現場条件、工程等に適合・調和した適切な計画とすることが重要である。 

また、安全対策等に関しても、現地の施工実態に即したものを基本とした上で、改善

が必要な場合には対策を検討し、計画に含めることとする。 

 

2-3-2 機材仕様の設定 

調達機材の仕様は、使用目的、既存機材・施設等との整合性、使用環境、運用・維持管

理体制、現地の技術水準、経済性、競争性等を総合的に勘案して設定する。 

機材仕様の設定は、積算の前提としての一連の設計作業（案件の目的・内容に適合した

要請機材の選定、仕様の設定、所要数量の算出を総合的に検討し、成果物としてとりまと

める一連の作業）の中に位置付けられるものであるが、経済比較等、積算作業とも密接に

関連したものであることに留意する。 

 

2-3-3 入札関連業務・施工監理計画等の策定 

 

（１） 詳細設計・入札関連業務・施工監理計画の策定 

  詳細設計・入札関連業務・施工監理計画の策定にあたっては、コンサルタントの配置、

被援助国関係機関、施工企業等、工事関係者間の連絡体制や施工監理に必要な資・機材、
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車輌、事務所等の設置及び施工監理、品質管理に係る諸手続き、時期、監理方法等を適

切に策定する。 

要員計画においては、詳細設計・入札関連業務・施工監理に必要な設計要員、入札業

務要員、施工監理要員の技術レベル・配置体制等を適切に策定する。 

 

（２）ソフトコンポーネント計画 

  ソフトコンポーネント計画の策定にあたっては、別に定める要領「ソフトコンポーネ

ント・ガイドライン」に基づき、適切に策定する。 

 

2-3-4 工程計画の策定 

（１）工事（調達実施）工期の策定と工事（調達実施）工程表の作成 

１）工事（調達実施）工期の策定方針 

概略設計調査にて策定される工事（調達実施）工期は、政府直轄や他ドナーによって

建設されている類似案件等の事例を確認し、現地の施工（調達）実態に即した工期を

基本とした上で、以下の事項に留意し、適切な工期を策定する。 

① 現地仕様・設計に対して行う必要な改善に係る作業を考慮する。 

② 品質管理に必要な作業を考慮する。 

③ 工事（調達）現場が多数・分散型である場合には、地域ブロック、ロット分け等

全体工程を考慮する。 

④ 必要な資材・機材および労働力等について入手・手配可能な状況をを考慮して、

工期全体にわたり作業量の平準化を図る。 

⑤ 準備・跡片付期間（工事（調達）に係る諸手続の期間、使用する主要資・機材の

調達に要する期間等）を考慮して適切な工期を設定する。 

⑥ 検査・検収等に要する期間に配慮する。 

 

２）工事（調達実施）工程表の作成 

工事（調達実施）工期は、前記留意事項それぞれの工事（実施）計画、工事（実施）

手順に従い、根拠に基づいた工事（調達実施）工程表として整理する。 

なお、工事（調達実施）工程表に記載する範囲は、施工（調達）企業による工事（調

達）の施工（実施）期間（施設：着工から完工まで、機材：発注から引渡しまで）と

する。 

 

（２）事業工期の設定 

事業工期は、事業実施工程、事業実施に係る諸手続および設計に要する期間ならびに(1)2)

項により設定された「工事（調達実施）工程案」に対して経済性の観点からの評価も行

い、総合的に検討し決定する。 

 

（３）事業実施工程表の作成 

事業実施の全体工程を、事業実施工程表として以下によりとりまとめる。 

１）事業実施工程表作成の留意事項 

①事業実施工程表に記載する範囲は、交換公文締結後、コンサルタント業務契約から

建設工事（機材調達）を経て完工（検収）引渡し（ソフトコンポーネント完了）ま

でとする。 

②工事工程表に基づき工事（実施事項）の概要をバーチャート化する。 

③全体の工程計画、コンサルタントの要員計画を工程表にまとめる。 

④ロット分け案件の場合は、全体の工程とロット毎の工程との関連がわかるように整
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理する。 

２）事業実施工程表の具体的記載項目、記載方法 

①事業実施工程について、調達工程、工事工程をバーチャートで示す。 

②調達工程に基づきコンサルタント要員計画をバーチャートで示す。 

③上記②項の要員について、それぞれの所要月数（日数）を集計表に集計する。 

 

2-3-5 施工管理支援方式 

 コンサルタントからの提案に基づき、日本人技術者が現地施工企業の施工管理を支援す

ることにより工期遅延の防止及び施工品質の確保を図るため、必要に応じて現地施工企業

の施工管理を指導、支援する「施工管理支援技術者」の追加配置を行うことができる。「施

工管理支援技術者」の格付は原則 3 号以下とする。配置期間及び業務内容は、工期遅延の

防止及び施工品質の確保に必要な範囲とする。施工管理支援技術者の業務内容の例として、

施工図作成支援、資材調達支援、工程作成・修正・管理支援等がある。 

 

2-4 資金計画・支払支援 

 「現地企業活用型」においては、施工（調達）契約は、先方実施機関と現地企業との間

で円貨ではなく、現地通貨あるいは基軸通貨（米ドルまたはユーロ）で締結されることが

想定される。相手国政府口座から現地企業に対する支払いにおいて、現地企業から相手国

実施機関へ、さらに相手国実施機関は JICA や銀行へ支払いに必要な書類を提出することと

なるが、コンサルタントはこれら書類の取付け及び JICA への提出前の事前確認、及び書類

不備の場合のフォローを行う。 

一方、コンサルタントは現地業者への支払いに係る四半期毎の資金計画を JICA に提出す

る。また、必要に応じて工事進捗等をもとに支払計画の見直しを行い、工事進捗にあわせ

た月次払いとする契約変更を行う等、きめ細かな対応を行うこともあり得る。 

以上から、施設建設案件では常駐施工監理技術者を２名配置し、そのうちの１名（常駐

施工監理技術者２）は品質・工程監理等の業務に加えて、資金計画・支払支援の業務も担

当する。 

 なお、事業コンポーネントとして施設建設に加えて機材調達が含まれる場合は、施設建

設の常駐施工監理技術者２が機材調達に係る資金計画・支払支援の業務も担当する。 

 

2-5 工事進捗・品質管理会議 

 現地企業活用型では、施工の契約相手方が現地企業であり、技術力や財務的体力の状況、

工期、安全や品質等に対する理解において、本邦企業と異なることが想定される。そのた

め、先方実施機関、現地施工企業、コンサルタント、JICA から構成される工事進捗・品質

管理会議を開催して、工事進捗や品質管理等に関して、関係者間の共通認識を図るととも

に、諸問題の解決を図ることが有効である。工事進捗・品質管理会議の開催頻度や出席者

については、各案件において検討することとする。 

 

2-6 施工安全 

 JICA は「ODA 建設工事安全管理ガイダンス」を策定し、ODA 建設工事の事故・災害の

防止・低減を図ることとしている。「現地企業活用型」においては、現地企業が元請であ

り安全に対する理解から、本邦企業の場合と同様に適用することは困難であることも想定

される。従って、施工計画及び積算にガイダンス内容を可能な範囲で反映することとする。 
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第 3 章 事業費の構成 

 

3-1 事業費構成図 

 

 
 

図 3-1 事業費構成図 
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3-2 事業費の内容 

 

3-2-1 建設費の内容 

 建設費とは、工事目的物の築造のため必要となる全ての費用である。直接投入・使役さ

れる労務・資機材・建設機械等に要する費用だけでなく、いわゆる共通仮設費、現場管理

費、一般管理費等の間接費を含んだものである。 

 

3-2-2 機材調達費の内容 

機材調達費とは、機材の調達に際し必要となる全ての費用である。調達機材の購入に要

する費用だけでなく、いわゆる輸送梱包費、据付工事費、調達管理費、一般管理費等の間

接費を含んだものである。 

 

3-2-3 設計監理費の内容 

 設計監理費とは、コンサルタントが当該案件の実施設計・入札関連業務・施工監理等を

行うための費用である。 

 設計監理費として計上する費用の内容は、実施設計費（詳細設計｛現地調査、解析・設

計｝に係る諸費用）、入札関連業務費（入札図書作成、入札図書承認、公示、図渡し・現

場説明、入札、入札評価等に係る諸費用）、施工監理費（工事契約以降の施工監理・完工

検査及び瑕疵検査に係る諸費用）、調達監理費（調達機材の検査・検収・引渡しに係る諸

費用）、ソフトコンポーネント費（技術指導等のソフト面に係る諸費用）として整理され

る。 

 

3-2-4 その他 

 その他の費用とは、事業実施に必要な公的検査機関等の費用である。 
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第４章 建設・調達費の積算 

 

4-1 積算共通事項 

 

4-1-1 使用言語・用語 

 積算資料に用いる言語は原則として日本語とし、特殊な技術用語等で原語を使用するほ

うが適切な場合は、日本語の注釈を付記する。 

  

4-1-2 数値単位・計算基準 

（１）単位 

 積算に用いる単位は、国際単位系（SI）による。 

 

（２）積算に用いる計算 

１）積算数量の計算（注）1 は、日本で公表されている『建築数量積算基準・同解説』（国

土交通大臣官房官庁営繕部監修）、『建築設備数量積算基準・同解説』（国土交通大

臣官房官庁営繕部監修）等に準拠する。数量は小数点以下第 3 位を四捨五入して小数

点以下第 2 位までを表現することを原則とする。 

２）積算過程の計算および金額の扱いは以下による。 

①単価は、補助貨幣単位を持たない通貨は単位未満の端数を四捨五入して単位止めと

するが、米ドル・ユーロ及び類似の通貨（補助貨幣単位を持つ通貨）は小数点以下

第 3 位を四捨五入して小数点以下第 2 位まで表現することを原則とする。 

②計算に用いる金額（乗除計算、加減計算）は、補助貨幣単位を持たない通貨の場合

は単位未満の端数を四捨五入して単位止めするが、米ドル・ユーロ及び類似の通貨

（補助貨幣単位を持つ通貨）の場合は小数点以下第 3 位を四捨五入して小数点以下

第 2 位まで表現することを原則とする。 
(注) 1. 積算数量の計算とは、工事目的物の数量、土工事数量、型枠面積、鉄筋重量、仕上工事数量、配

管数量、電線数量等、積算に必要な数量を算出するための計算をいう。 

なお、数量計算にあたっては、計算根拠と算出過程を明らかにしなければならない。 

 

（３）通貨の円換算 

１）単価での換算 

 現地・第三国調達に係るすべての単価（労務、資・機材等）は、単価採用の時点で

円換算してはならない。 

２）通貨の円換算 

 現地通貨、基軸通貨の日本円への換算は「事業費総括表」の中でのみ行い、計算過

程（見積書、単価表、内訳書等の中）では行わない。 

 

（４）事業費総括表への積算金額の表示単位 

１）日本円は 1,000 円単位とし、1,000 円未満は切り捨てる。 

２）現地通貨、基軸通貨は単位止めとし、小数第１位以下は切り捨てとする。 

３）円換算後の現地通貨、基軸通貨は 1,000 円単位とし、1,000 円未満は切り捨てる。 

 

（５）価格の変動 

  積算価格（労務費、資・機材費等）には、機材価格を除き過去の経済趨勢から予見可

能な価格変動予測値（物価上昇・下降双方）を考慮に入れた金額を算出することとする。

なお、価格変動予測値の算定方法は以下のとおりとする。 
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1） 基本的考え方  

単価レベルでそれぞれに価格変動を考慮する（原則として、算出した概算事業費金額

全体に対して一括して価格変動率を乗じるものではない）。  

各単価で考慮する価格変動予測は公的機関の予測値や現地での調査に基づき算定する

（下記2）参照）。  

なお、詳細設計時積算においては予測値の加味は行わず、その時点での最新の単価に

基づく確定値で積算されることを前提としている。 

2）算定方法  

【ローカルポーション】  

① IMF等が設定している対象国の経済成長率及び物価上昇率の予測値を確認する。  

② 現地調査における資機材の価格調査において、過去の価格動向についてのヒアリン

グ及び新聞紙上における物価状況に関する記事等の収集を行い、上昇傾向と数値を

把握する。  

③ ①、②に基づき、物価上昇率を設定し、そこに積算時点の翌月から想定入札時点    

までの期間を乗じて最終的な物価変動係数を設定する。（物価変動係数は小数点第

4位以下を四捨五入する。）  

【外国調達ポーション】  

①  IMF等が設定している世界経済の経済成長率及び物価上昇率の予測値を確認する。  

② ①に基づき、物価上昇率を設定し、そこに積算時点の翌月から想定入札時点までの

期間を乗じて最終的な物価変動係数を設定する。（物価変動係数は小数点第4位以

下を四捨五入する。）  

【本邦調達ポーション】  

① 建設物価もしくは積算資料（いわゆる物価版）の過去の価格により物価上昇率を推

定し、想定入札時点までの物価変動係数を設定する。  

② 見積単価に上記手法で算出した物価変動係数を乗じて想定入札時点までの価格変

動を加味した単価を算出する（積算時点から想定入札時点までの期間のカウント方

法は、積算時点の翌月から想定入札時点の月までとする）。  

なお、現地調達品、第三国調達品、本邦調達品の価格の比較は想定入札時点にお

ける価格の比較とする。 

 

4-1-3 積算方法・条件等 

（１）積算手法 

「積算」は、政府直轄や他ドナー等によって建設されている類似案件の実勢によるＢ

Ｑ表等に基づき、現地仕様・設計及び施工方法等にかかる必要な改善にかかる費用を考

慮して算出することを原則とする。 

具体的には、ＢＱ表等に沿った項目毎の単価（労務費、材料費、直接経費、諸経費等、

必要とするすべての費用を合算した単価）等の見積により積算し、政府直轄や他ドナー

の実績と比較、検討することになる。 

 

（２）積算基準 

 「積算」にあたっては、原則として被援助国公的機関に積算基準等がある場合はこれ

により、ない場合もしくはあってもこれにより難い場合は、他ドナー等によって建設さ

れている類似案件の実勢によるＢＱ表等に準拠するものとし、準拠した積算基準等を提

示する。 
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（３）税金の処置 

 無償資金協力事業は免税が原則である。一例として、被援助国に「消費税」のような

付加価値税が設定されていても、積算単価（価格）は付加価値税を除いたものとしなけ

ればならない。 

 

（４）各種単価、機材単価、工事費等の見積について 

原則として、見積は 3 者（社）以上から徴収するものとする。 

 見積の依頼先としては、メーカー、運送会社・リース会社等の各種営利会社、専門商

社、取扱代理店、現地あるいは近隣第三国の建設企業等の様々な企業が想定されるが、

依頼先の選定にあたっては、第三国、現地にかかわらず、規模、実績、技術力、信用度

等を総合的に調査・検討し、現実的に対応可能な信頼性のある企業を選定しなければな

らない。 

 また、工事費等は別として、労務単価、材料（資・機材）単価等については、可能な

限りそれぞれの取扱企業に直接依頼することが原則であり、現地施工企業等に安易に一

括して依頼することは避けなければならない。 

 見積を依頼するにあたっては、見積対象の品質・規格・形状・寸法、職種、仕様、図

面等および納入場所、所要数量、所要時期、使用期間等の見積依頼内容・条件等を明確

に提示するとともに、見積価格（単価）の査定を容易にするため、あらかじめ必要事項

を十分検討・整理した見積書式を作成・提示し、これらに基づいた見積書の作成・提出

を依頼する。 

 なお、見積書には必ず見積責任者、見積有効期限等を明示するよう依頼する。 

 見積価格（単価）を査定するにあたっては、見積依頼内容・条件等と各見積書の見積

内容との整合性、適合性等を精査し、見積書相互の相違点、類似点等を的確に把握した

うえで、それぞれの見積書について、政府直轄や他ドナーの実績との比較・照合を行う

とともに、不明な点については見積提出者に説明を求める等のことにより、内容を十分

精査・検討し、必要に応じ補正あるいは不要のもの（付加価値税等）を控除する等、見

積価格（単価）を適正に査定する。精査の過程で不適切とみなさざるを得ない見積書が

あった場合は、当該見積企業に修正を求めるか、見積依頼先を選定し直し、別途、見積

を徴収する等の措置を講じ、再度、前述した精査、検討、補正、査定等を行う。 

その結果、各見積書が適正なものとなれば、査定最低価格（単価）をもって積算価格

（単価）とすることを原則とする。 

 

補足事項：徴収見積が 3 者に満たない場合等の積算価格（単価）の査定について 

徴収見積が 3 者に満たない場合及び多量機材の積算価格（単価）については、以下によ

り適切に査定しなければならない。 

 

（1） 徴収見積が 3 者に満たない場合 

諸般の事情により、見積を 3 者（以上）から徴収できなかった場合（2 者あるいは 1 者

からのみの徴収）は、精査した見積最低価格（単価）を、別途、積算価格（単価）として

適切に低減する。 

（2）多量機材 

機材調達の一環として調達される多量機材（単品あるいは類似品との合計調達量が大量

で、調達費に占める割合が大きい機材）で、見積価格にスケールメリットが十分に反映さ

れていないと判断される場合は、見積の多寡に係わらず（1）項と同様、精査した見積最

低価格（単価）を、別途、積算価格（単価）として適切に低減する。 
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なお、これらの取り扱いについては概略設計方針検討の段階で、積算方針としてあらかじ

め検討・整理するものとする。 

 

（５）機材価格の設定根拠 

機材価格は、前記（４）項に基づく見積を機材価格設定根拠の原則とするが、カタロ

グ等がある場合には積算価格（単価）として適切に査定したうえで、機材価格設定根拠

の一つとすることができる。 

 

（６）通貨交換レート 

 日本円と基軸通貨および基軸通貨と現地通貨の交換レートを積算時点において調査・

検討する。積算時点の前月末日を起算日とした過去 3 ヶ月の平均レート（日本円から基

軸通貨への交換には主要銀行 TTS レート、基軸通貨から現地通貨への交換には主要銀行

TTB レート）を使用する。数値単位は 5 桁とするが、現地公表ﾚｰﾄ桁を優先する。現地通

貨のレートが日本国内で入手できない場合は、現地の公的機関（中央銀行、財務省等）

から入手する。 

 

補足事項：現地通貨について 

現地で徴収した見積等の通貨単位が現地通貨であり、また、現地通貨事情がインフレ等 

により極端に悪化し、案件が実施される時点で積算価格が実状に合わなくなることが想定

される等、やむを得ざる場合に限り、当該国内で主に流通している基軸通貨に換算し積算

することができるものとするが、その可否については、概略設計方針検討の段階で、積算

方針としてあらかじめ検討・整理するものとする。 

 

（７）積算時点 

積算時点は、現地調査が終了し帰国した月とする。 

 

（８）業務期間等 

施工（調達）管理に係るすべての業務は、工事着手日（調達契約）より工事完了（検

収）、引渡し完了日までの間に完了するものとする。 

 

4-2 建設費 

建設費の「積算」は、4-1-3（4）項に基づく単価によることを基本とし、政府直轄や他

ドナー等によって建設されている類似案件の実勢によるＢＱ表等に基づき、現地仕様・設

計及び施工方法等にかかる必要な改善にかかる費用を考慮して算出することを原則とする。 

具体的には、ＢＱ表等に沿った項目毎の単価（労務費、材料費、直接経費、諸経費等、

必要とするすべての費用を合算した単価）等の見積により積算し、政府直轄や他ドナーの

実績と比較、検討することになる。 

なお、積算方法については概略設計方針検討の段階で、積算方針としてあらかじめ検討・

整理するものとする。 

 

4-3 機材調達費 

機材調達費の「積算」は、4-1-3（4）項に基づく単価によることを基本とする。 

具体的には、輸送梱包費、据付工事費、調達管理費、一般管理費等の費用を含めた目的

地渡しの機材単価（CIP（Freight/Carriage＆ Insurance Paid to named point of destination)

の見積により積算し、政府直轄や他ドナーの実績と比較、検討することになる。ただし、

諸般の事情から輸送梱包費等を別途抽出して算定・計上する必要がある場合には、その理
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由、実情等を明確に提示することにより、適宜抽出して積算することができる。 

いずれにしても、積算方法については概略設計方針検討の段階で、積算方針としてあら

かじめ検討・整理するものとする。 

 

4-4 家具・備品費 

家具・備品費は、小・中学校建設工事と併せて現地で調達（受注生産）される家具・備

品類（机、椅子、教壇、黒板、実験室の実験台等）に要する費用に限られるものとし、4-1-3(4)

項に基づく見積により算定する。  

なお、家具・備品類の教室等への配置に要する労務費等は、当該経費が上記見積内容に

含まれない場合に限り、別途、計上することができるものとし、関係各項に準じ、適宜、

適正に算定する。機材調達費の「積算」は、4-1-3（4）項に基づく単価によることを基本

とする。 
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第 5 章 設計監理費 
 

5-1 設計監理費の範囲 

 設計監理費の範囲は、実施設計費（詳細設計｛現地調査、解析・設計等｝に係る諸費用）、

入札関連業務費（入札図書作成、入札図書承認、公示、図渡し・現場説明、入札、入札評

価等に係る諸費用）、施工監理費（工事契約以降の施工監理・完工検査に係る諸費用）、

調達監理費（調達機材の検査・検収・引渡しに係る諸費用）、ソフトコンポーネント費（技

術指導等のソフト面に係る諸費用）として整理される。 

 

5-2 実施設計費および入札関連業務費 

 原則として被援助国公的機関に積算基準等がある場合は、これにより、ない場合もしく

はあってもこれにより難い場合は、他ドナー等によって建設されている類似案件の実績（事

業費に対する実施設計・入札業務費の割合）等に準拠するものとし、準拠した積算基準等

を提示する。更にそれにもより難い場合は、必要な技術者の配置計画を策定の上積算を行

う。 

以下に標準的な費用の内容を示すが、積算方法については概略設計方針検討の段階で、

積算方針としてあらかじめ検討・整理するものとする。 

 

5-2-1 直接人件費 

（１）技術者の配置体制 

実施設計および入札関連業務にかかるコンサルタント技術者の配置体制は、事業実施計

画の一環として策定されるものであり、現地コンサルタントとの業務分担を明確に整理し、

作業に係る必要分野毎の要員数（役割分担）、必要とする技術レベル（格付）、各要員の

配置期間（業務日数）等を適切に設定することにより、合理的な体制とする｛2-3-4(2)、(3)

項参照｝。 

なお、日本人技術者を配置する場合は、以下によることを原則とする。 

１） 日本人技術者の範囲 

業務主任者       ：当該業務全体を統括管理する専門技術者（当該業務に

包含される各専門分野の一部を兼ねて担当することも

できる。） 

設計・入札業務担当技術者：当該業務に包含される各専門分野を担当する専門技術

者 

 

２） 日本人技術者の格付 

業務主任者   ：２号以下（格付は表 5-1 を標準とする） 

設計・入札業務担当技術者：３号以下（格付は表 5-1 を標準とする） 

 なお、日本人技術者の格付（号）は、業務内容、技術的難易度等からこれにより難い

と判断される場合は、その理由を明確に提示することにより、さらに上位の格付（号）

を選択することができる。また、従来格付け 5 号、6 号が実施していた業務に関しては、

直接人件費ではなくその他原価として算定することに留意する。 

 

補足事項：設計変更等について  

予期せぬ原因による設計変更に要する業務および入札不調事案への対応に係る諸費用は、

当該業務の発生時に実施設計費として積算を行うものとする。 
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表 5-1 日本人技術者の職階、格付（号） 

国の基準等に準拠した職階 格付（号） 

技師長 1 号 

主任技師 2 号 

技師 A 3 号 

技師 B 4 号 

 

（２）技術者の単価（月額） 

日本人技術者の単価は、それぞれの格付（号）に応じた月額単価とする。 

現地コンサルタントの単価（5-2-2 直接経費として別途計上されない直接経費や間接費等

を含む）は、4-1-3(4)項に基づく見積により査定する。 

 

（３）直接人件費の算定 

直接人件費は、それぞれの技術者の技術レベル（格付）および事業実施工程表に基づく

配置期間（月数）に応じ、下記により算定する。 

 

直接人件費＝当該技術者の業務期間（月数）×当該技術者の単価（月額） 

 

5-2-2 直接経費 

原則として被援助国公的機関に積算基準等がある場合は、これにより、ない場合もしく

はあってもこれにより難い場合は、他ドナー等によって建設されている類似案件の実績（事

業費に対する実施設計費・入札関連業務費の割合）等に準拠するものとし、準拠した積算

基準等を提示する。更にそれにもより難い場合は、実施設計・入札関連業務を行うにあた

り必要な業務計画に基づき算出する。 

直接経費として計上する標準的な費用の内容は、以下のとおりである。ただし、コンサ

ルタントが現地コンサルタントを活用する場合は、現地コンサルタントの活用にかかる直

接人件費、直接経費、間接費等、現地コンサルタントが入札業務を行うにあたり必要な全

ての費用を直接経費の現地傭人費として計上するものとする。 

 

（１）現地傭人費 

 

１）現地傭人の範囲、配置体制 

①現地傭人の範囲 

現地傭人の範囲は、被援助国人または第三国人の現地コンサルタント、事務員（事

務、会計等）、オフィスボーイ（雑役）、保安要員（ガードマン）、運転手、通訳

（事務、技術）、弁護士・調達アドバイザー等とする。 

②現地傭人の配置体制 

現地傭人の配置体制は、事業実施計画策定の一環として、コンサルタント要員の業

務を分担あるいは補完することを目的として策定されるものであり、コンサルタン

ト要員の配置体制{5-2-1(1)項参照}との整合・調整を図りつつ、以下の原則を踏まえ

たうえで、合理的な体制とする。 

a. 第三国人現地傭人は、被援助国国内居住者であることを原則とする。 

ただし、現地コンサルタントについては、現地の実情等、特別の事情からこれ

によりがたい場合は、その理由を明確に提示することにより、被援助国労働法

規等に抵触しないことを確認のうえ、別途、第三国からの派遣とすることがで

きる。 
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b. 事務員（事務、会計等）、オフィスボーイ（雑役）、保安要員（ガードマン）、

運転手、通訳（事務、技術）は、現地事務所付近居住者（通勤可能者）である

ことを原則とする。 

ただし、現地の労働事情等からこれによりがたい場合は、その理由を明確に提

示することにより、別途、現地事務所付近以外からの雇用とすることができる。 

c. 事務員（事務、会計等）、オフィスボーイ（雑役）、保安要員（ガードマン）、

運転手、通訳（事務、技術）は、必要最小限の配置とする。 

d.  オフィスボーイ（雑役）は、現場事務所で使役するものに限られる（宿舎雇い

の雑役等は含まれない）。 

e. 運転手は、現場事務所で使用する車輌についてのみ配置できる（個人で使用す

る車輛については認められない）。 

f. 弁護士・調達アドバイザーは当該国での契約・調達事情等に精通した者とする。 

 

２）現地傭人の雇用期間（日数あるいは月数） 

現地傭人の雇用（業務）期間は、以下によることを原則とする。 

なお、雇用（業務）期間は、事業実施工程表に基づき算定するものとする{2-3-4(3)

項参照}。 

① 事務員（事務、会計等）、オフィスボーイ、保安要員： 

当該現場事務所が設置されている期間もしくはその範囲内で必要とする期間 

② 現地コンサルタント、運転手、通訳（事務、技術）： 

業務契約より事業完了まで（最長期間）もしくはその範囲内で必要とする期間 

③ 弁護士・調達アドバイザー： 

業務契約より事業完了まで（最長期間）もしくはその範囲内で必要とする期間 

 

３）現地傭人の賃金（月額あるいは日額） 

現地傭人の賃金は、以下により適正に設定する。 

なお、賃金を月額として設定する場合は、現地の法令等に基づく休日を控除した月あ

たり平均の稼動日数に基づくものとする。 

①労務単価 

a. 被援助国人労務単価 

被援助国人の労務単価については、被援助国公的機関の公定価格がある場合は

これにより、公定価格がないか、あっても現実性に欠ける場合は、4-1-3(4)項に

基づく見積により査定する。 

労務単価として基本的に認められる基準内給料（基準単価）以外の諸手当は、

賞与（ボーナス）、退職手当、法定福利費（労災保険料、雇用保険料、健康保険

料、年金保険料等の法定の事業主負担額）等、特に被援助国の法令で認められて

いるものあるいは慣習化しているものに限られる。 

通常の標準的な条件下で行う業務については、休日・時間外勤務手当等を加算

してはならない。 

労務単価の査定にあたっては、基準単価に賞与（ボーナス）、退職手当、法定

福利費（労災保険料、雇用保険料、健康保険料、年金保険料等の法定の事業主負

担額）等を加算した複合単価（現場管理費相当分を含む単価）とし、表 5-2 の様

式に準じ整理する。見積単価にこれらの手当が含まれていない場合、基準単価に

被援助国の労働法規等で定めるこれらの手当を加算し、表 5-3 の様式に準じ整理

する。 

休日、時間外、夜間、深夜、交替勤務等による業務が必要な場合は、被援助国
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労働法規および適用する積算基準等に準拠し、これらの手当（割増賃金）を加算

した労務単価（補正賃金）を設定、通常の業務とは分けて積算する。 

なお、割増（率）の対象となる賃金は、諸手当を除く基準単価に限られる。 

 

 

表 5-2 諸手当を含む労務単価整理表（例） 
単位：現地通貨等 

職 種 単位 A 社 B 社 C 社 査定単価 査定根拠 

会計事務 月 2,800 3,100 3,000 2,800  

運転手 月 1,000 1,500 1,100 1,000  

 

表 5-3 諸手当を含まない労務単価整理表（例） 
単位：現地通貨等 

 

職 種 

 

単位 
社

名 

基準内給料
（基準単価） 

賞与 
（ボーﾅス） 

退職手当 法定福利費 合 計 査定単価 

会計事務 月 

Ａ       

Ｂ      

Ｃ      

運転手 月 

Ａ       

Ｂ      

Ｃ      

 

b. 第三国人労務単価 

第三国人労務単価は、被援助国人労務単価の査定方式に準じ査定し、整理する。 

 

 ４）現地傭人の手当 

賃金以外に休日、時間外、夜間、深夜、交替勤務手当等の諸手当（割増賃金）を必要

とする場合が想定されるが、これらの手当は、施工条件、施工方法等により休日、時

間外、夜間、深夜、交代勤務などによる業務を必要とする場合に限り、当該業務に従

事する現地傭人を特定したうえで、別途、支給することができる。 

 

 ５）現地傭人費の算定 

現地傭人費は、それぞれの傭人の事業実施工程表に基づく雇用（業務）期間に応じ、

下記により算定する。 

 
 

①:現地傭人費（月額賃金による場合）＝当該傭人の雇用月数× 当該傭人の賃金（月額） 

 

②:現地傭人費（日額賃金による場合） 

      ＝当該傭人の雇用日数（休日を除く稼動日数）× 当該傭人の賃金（日額） 

 
 
 
 

（２）旅費・日当・宿泊費 
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１）旅費 

①航空賃 

日本のコンサルタントから派遣（日本もしくは第三国）される日本人技術者、通訳

および現地傭人（第三国人技術者の赴任・帰国等）に要する航空賃（被援助国内航空

賃を含む）は、経路を出発地から目的地までの順路直行とする。 

なお、料金クラスは以下による。 

 

a．格付 2 号以上の日本人技術者 ：ビジネスクラス（割引運賃） 

b．格付 3 号以下の日本人技術者および：エコノミークラス普通運賃（同） 

 現地傭人（第三国人技術者） 
（注）現地傭人（第三国人施工監理技術者）については、5-3-2(1)1)②ａ項に基づき、必要とする場合

に限り計上することができる。 

 

補足事項：割引運賃の利用について  

ビジネスクラスについては正規割引航空賃を上限とし、エコノミークラスについては

ZONE-PEX 運賃を上限として積算を行うものとする。 

なお、ZONE-PEX 運賃の設定がない場合は、制限付きエコノミークラス普通運賃（Ｙ2）

を上限に積算を行うものとし、Ｙ2 が設定されていない区間については、Ｙ1 運賃とし、混

在する場合はその組合せによることを原則とする。 

ただし、全行程をＹ1 料金とした場合よりもＹ2 料金が高額となる場合は、全行程をＹ1

料金によることとする。 

 

②被援助国国内等旅費（第三国経由等を含む） 

日本のコンサルタントから派遣される日本人技術者、通訳および現地傭人の被援助

国内移動等（第三国経由等を含む）に要する旅費は、別途計上される車輛を利用でき

ない場合に限り計上できるものとし、空路、航路、陸路（鉄道、バス等）等の交通機

関の利用に要する料金を、上記①項および関係各項に準じ適正に算定する。 

 

補足事項：被援助国国内等旅費（第三国経由等を含む）の取り扱いについて 

1. 日本人技術者および第三国人技術者の場合 

必要性が明確に特定できる現地サイト間の移動、現地サイト外（第三国を含む）におけ

る出張業務（連絡・調整業務等）および赴任・帰国等を空路以外の航路、陸路等によらざ

るを得ない場合に限り、第三国経由等を含め、利用する空路、航路、陸路等の交通機関に

要する料金を本項により算定し、計上することができるものとする。 

2. 事務員、オフィスボーイ、保安要員、運転手、通訳（現地傭人）の場合 

旅費等は原則として計上できないものとするが、現地の労働事情等から現地サイト付近

以外からの雇用とせざるを得ない場合の赴任・離任等および必要に応じての現地サイト間

の移動に限り、第三国経由等を含め、利用する空路、航路、陸路等の交通機関に要する料

金を本項により算定し、計上することができるものとする。 

③ 日本国内旅費 

日本のコンサルタントから派遣される日本人技術者の出国・帰国等に要する日本国  

内旅費は、東京駅から成田空港駅間（京成スカイライナー）または東京駅から羽田

空国際線ビル駅間（東京モノレール）の鉄道料金とする。 

④  一時帰国に要する旅費 

日本のコンサルタントから派遣される日本人技術者で、その現地滞在期間が 9 ヶ月



施設・機材等調達方式（現地企業活用型） 概略事業費積算マニュアル 

 20 

を超える場合、6 ヶ月ごとの一時帰国ができるものとする。ただし、派遣期間を 3

ヶ月以上残している場合に限る。それに要する旅費は、上記①項～③項に準じ算定

する。 

 

２）日当 

日本のコンサルタントから派遣される日本人技術者については、以下により日当を支

給するものとし、それぞれの格付（号）に応じた表 5-4 の日当単価および表 5-5 の現地

滞在日数に応じた逓減率に基づき算定する。 

①現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)以下の場合 

出張手当として、出国・帰国等の旅行期間（日数）と現地滞在全期間（日数）を通

算して支給する。 

②現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)を超える場合 

赴任手当として、出国・帰国等の旅行期間（日数）についてのみ支給する。 

 

補足事項：その他業務上日当を必要とする場合の取り扱いについて 

 業務として、必要性が明確に特定できる現地サイト外（第三国を含む）における出張業

務（連絡・調整業務等）に限り、現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)を超える当該業務要員（日

本人要員）について、往復の旅行日数と目的地滞在日数を通算した日当を計上（支給）す

ることができるものとする。 

 

表 5-4 日当単価表 
単位：円 

格付（号） 日当（1 日あたり） 備考 

１号 4,500  

2 号 4,500  

3 号 3,800  

4 号 3,800 通訳は 4 号相当とする 

 

表 5-5 日当・宿泊費の逓減率表 
単位：％ 

現地滞在日数（宿泊日数） 逓減率 

1 日～30 日  0 

31 日～60 日 10 

61 日以上 20 

 

３）宿泊費 

現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)を超える日本人技術者および現地傭人（宿舎を必要と

する場合に限られる）は、借上宿舎（借家、アパート、ホテル等）に宿泊することを

原則とし、賃貸条件および供用期間に応じた賃貸料および必要とする家具、備品、設

備、用具等に要する費用ならびに電力、水道、ガス等の基本料金、使用料金等を、5-2-2

（3）項に準じ適正に算定する。 

なお、日本人技術者については、別途、以下により宿泊費を支給できるものとし、

それぞれの格付（号）に応じた表 5-6 の宿泊費単価および表 5-5 の現地滞在日数に応

じた逓減率に基づき算定する。 

 

①現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)以下の場合 
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出張手当として、現地滞在全期間（日数）を通算して支給する。 

なお、現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)以下の日本人技術者については、上述した借上

宿舎の規模設定対象要員から除外する{5-2-2(4)1)①項の補足事項参照}。 

 

②現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)を超える場合 

工事施工期間を通して現地に常駐する日本人技術者に限り、同期間の借上宿舎を控

除することを前提に工事着手日から 30 日（夜）間および工事竣工引渡し完了日まで

の 30 日（夜）間については支給する。ただし、特別の事情から借上宿舎の控除が適

切でない場合は、その理由を明確に提示することにより計上することができる。 

  （注） 赴任・帰国等の旅行期間における途中経由地での宿泊費は、原則として計上できない。 

 

補足事項：その他業務上宿泊費を必要とする場合の取り扱いについて 

 施工監理業務として、必要性が明確に特定できる現地サイト外（第三国を含む）におけ

る出張業務（連絡・調整業務等）であり、目的地からの日帰りが困難で、宿舎も設置され

ていない場合に限り、現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)を超える当該業務要員（日本人技術者）

について、目的地滞在日数を通算した宿泊費を計上（支給）することができるものとする。 

 

表 5-6 宿泊費単価表 
単位：円 

格付（号） 宿泊費（1 夜あたり） 備考 

１号 13,500  

2 号 13,500  

3 号 11,600  

4 号 11,600 通訳は 4 号相当とする 

 
 

（３）営繕施設 

 

施設の設置方法は、借家、アパート、ホテル等の借上げとし、要する費用は、賃貸

条件および供用期間に応じた賃貸料とし、関係各項に準じ適正に算定する。 

 

１）事務所の家具・備品、設備、用具等に要する費用 

事務所の家具・備品、設備、用具等に要する費用は、以下により算定する。 

①家具・備品、設備の配備 

家具・備品、設備は現地調達を原則とし、施設借上げの賃貸条件・内容等を明確に

提示したうえで、表 5-7 に提示されたもので、借上施設に配備されていないものがあ

れば、配備する。 

なお、上記以外に、寒冷地における暖房器具等、特別の事情から特に必要とするも

のについては、その理由を明確に提示することにより、別途、追加配備することがで

きる。 

 
 
 
 

表 5-7 事務所の家具・備品、設備 

 

区分 種 別 品 名 規 格 単 位 数 量 
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事務室 家具・備品 机 

椅子 

応接セット 

書棚 

事務用 

事務用 

脚/人 

脚/人 

式 

式 

平均利用者数 

平均利用者数 

1 
1 

電気機器 エアコン 

冷蔵庫 

テレビ（衛星放送等の受信ア

ンテナを含む） 

 式 

台 

台 

1 
1 
1 

会議室 家具・備品 テーブル 

椅子 

黒板 

会議用 

会議用 

式 

脚/人 

式 

1 
平均利用者数 

1 

電気機器 エアコン 

テレビ（衛星放送等の受信ア

ンテナを含む） 

ビデオデッキ 

 式 

台 

 

台 

1 
1 
 
1 

 

②家具・備品、設備費の算定 

家具・備品、設備費は、供用期間に応じた損料とすることを原則とし、4-1-3(4)項に

基づく見積により購入価格（損料基礎価格）を査定したうえで、表 5-8 に基づき算定

する。 

ただし、これらを現地で賃貸する場合は、賃貸条件および供用期間に応じた賃貸料

とし、関係各項に準じ適正に算定する。 

 

表 5-8 家具・備品・設備の損料率 
単位：％ 

     内訳 

供用期間 

家具・備品 
電気機器 

木製 金属製 

1 年以内 25 14 28 

2 年以内 44 26 48 

3 年以内 58 37 63 

4 年以内 68 46 73 

5 年以内 76 54 81 

 

③用具等その他関連諸雑費の算定 

上記家具・備品、設備のほか、雑備品、雑設備、用具等（ラジオ、清掃用具、ガス

コンロ、電気コンロ、ポット、茶器、灰皿、その他雑品・消耗品等）に要する費用お

よびこれら備品、設備の据付に要する費用等を、その他関連諸雑費として下記により

算定する。 

なお、配備される家具・備品、設備との関係（配備するものが少ない、あるいは賃

貸内容に含まれる等）から定率によることがそぐわないと判断される場合は、実情（状）

に応じ必要とするものを、関係各項に準じた積上げにより算定することができる。 

 

その他関連諸雑費＝家具・備品、設備費合計×15% 

 

２）宿舎等の家具・備品、設備、用具等に要する費用 

日本人技術者、現地傭人宿舎の家具・備品、設備、用具等に要する費用は、以下に
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より算定する。 

 

①家具・備品、設備の配備 

家具・備品、設備は現地調達を原則とし、賃貸条件・内容等を明確に提示したうえ

で、日本人技術者等宿舎については、表 5-9 に提示されたもので、労働者宿舎につい

ては、最低限必要としたもので、それぞれ借上施設に配備されていないものがあれば、

配備する。 

なお、上記以外に、寒冷地における暖房器具等、特別の事情から特に必要とするも

のについては、その理由を明確に提示することにより、別途、追加配備することがで

きる。 

 

表 5-9 宿舎等の家具・備品、設備 

 

室名 種別 品 名 規 格 単 位 数 量 

居 室 

 
 
 
 
 

家具・備品 ベッド 

机 

椅子 

シングル  台/人 

 脚/室 

 脚/室 

平均利用者数 

1 
1 

電気機器 エアコン   式 1 

談話室 家具・備品 応接セット   式 1 

電気機器 テレビ（衛星放送等の受信ア

ンテナを含む） 

ビデオデッキ 

エアコン 

 台/室 

 

台/室 

式 

1 
 

1 
1 

食 堂 家具・備品 テーブル 

椅子 

厨房機器 

  式/室 

脚/人 

式/室 

1 
平均利用者数 

1 

電気機器 冷蔵庫 

エアコン 

 台/室 

式 

1 
1 

 （注）1. 日本人技術者の範囲等は、5-2-1(1)1)項によるものとし、平均利用者数の算定にあたっては、現地滞在

期間が 6 ヶ月（180 日）を超える日本人技術者のみを対象とする{5-2-2(4)1）項の補足事項参照}。 

2．現地傭人の範囲等は、5-2-2(1)1)項によるものとし、平均利用者数の算定にあたっては、被援助国人（宿

舎を必要とする場合に限られる）のみを対象とすることを原則とするが、現地の労働事情等からこれに

よりがたい場合は、その他の現地傭人についても対象とすることができる。 

 

 

②家具・備品、設備費の算定 

家具・備品、設備費は、供用期間に応じた損料とすることを原則とし、4-1-3(4)項に

基づく見積により購入価格（損料基礎価格）を査定したうえで、表 5-8 に基づき算定

する。 

ただし、これらを現地で賃貸する場合は、賃貸条件および供用期間に応じた賃貸料

とし、関係各項に準じ適正に算定する。 

 

③用具等その他関連諸雑費の算定 

上記家具・備品、設備のほか、雑備品、雑設備、用具等（ラジオ、電気スタンド、

寝具、浴場・洗面用具、清掃用具、ポット、食器、茶器、その他雑品・消耗品等）に
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要する費用およびこれら備品、設備等の据付に要する費用等を、その他関連諸雑費と

して下記により算定する。 

なお、配備される家具・備品、設備との関係（配備するものが少ない、あるいは賃

貸内容に含まれる等）から定率によることがそぐわないと判断される場合は、実情（状）

に応じ必要とするものを、関係各項に準じた積上げにより算定することができる。 

その他関連諸雑費＝家具・備品、設備費合計×15% 

 

（４）手当 

１） 日本人技術者の手当 

  ①在外勤務手当（月額） 

   現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)を超える日本人技術者については、その全滞在期間に

ついて在外勤務に係る手当を支給するものとし、それぞれの格付（号）に応じ設定さ

れた賃金（月額）に基づき、下記により算定する。 

なお、現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)以下の日本人技術者については、出張手当とし

ての日当・宿泊費を支給するものとし、5-2-2(2)2)､3)項により算定し、直接経費の旅費・

日当・宿泊費として計上する。 

 

 

格付（号）別在外勤務手当（月額）＝格付（号）別賃金（月額）×Ａ×Ｂ 

 

Ａ：基本給算出率＝0.6（60%） 

Ｂ：手当支給率 ＝0.6（60%） 

 

 

補足事項：日本人技術者に係る在外勤務手当等の支給について 

 日本人技術者に係る在外勤務手当、日当、宿泊費等の支給についての基本的な考え方と

しては、現地滞在期間が 6 ヶ月(180 日)を超える場合は、転勤による長期赴任業務、現地

滞在期間が 6 ヶ月(180 日)以下の場合は、短期出張業務として位置付けることとした。 

 この前提に基づき、転勤扱いとなる日本人技術者については、在外勤務手当を、出張扱

いとなる日本人技術者については、在外勤務手当に替えて出張手当としての日当、宿泊費

を支給することとして整理した。 

 これに関連し、転勤扱いとなる日本人技術者については、借上宿舎に宿泊することが前

提であるが、出張扱いとなる日本人技術者についても、時と場合によっては、これら宿舎

に宿泊せざるを得ない場合も想定されるが、現実的には出張扱いとなる日本人技術者を除

外した施設規模での短期的な対応は可能と思われることから、出張扱いとなる日本人技術

者については、出張手当によるホテル泊を原則とし、これら宿舎の施設規模設定対象要員

とはしないこととして整理した。 

 

②休日、時間外勤務手当等 

在外勤務手当以外の手当としては、休日、時間外、夜間、深夜、交替勤務手当等の

諸手当（割増賃金）を必要とする場合が想定されるが、これらの手当は、特定工種に

おいて施工条件、施工方法等により休日、時間外、夜間、深夜、交替勤務等による業

務を必要とする場合に限り、当該業務に従事する日本人技術者を特定したうえで、別

途、支給することができる。 

 

２）現地傭人の手当 

 賃金以外に休日、時間外、夜間、深夜、交替勤務手当等の諸手当（割増賃金）を必
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要とする場合が想定されるが、前項と同様に当該業務に従事する現地傭人を特定した

うえで、別途、支給することができる。 

 なお、これらの手当を必要とする場合は、5-2-2(1)項に準拠し算定する。 

 

（５）通信費 

実施設計・入札関連業務を行うにあたり現地コンサルタントとする必要な通信費は、業

務内容に基づき所要数量等を適切に査定した上で、4-1-3(4)項に基づく見積等により、適宜、

適正に算定する 

 

（６）交通費 

１）車輌費 

車輌は、サイトの分散状況、事業工程、技術者数・業務内容、現地の交通事情・道

路状況、調達事情、経済性等を総合的に勘案し、車種種別（乗用車、ワゴン車、四輪

駆動車等）、仕様、所要台数、運転（稼働）日数等を適切に査定した上で、賃貸条件・

料金あるいは 4-1-3(4)項に基づく見積等により、適宜、適正に算定する。 

 

２）燃料費 

燃料費は、運転日あたり運転時間等から所要数量を適切に査定した上で、4-1-3(4)

項に基づく見積等により、適宜、適正に算定する。 

 

（７）その他 

前記各項に属さない、特別な費用（広報パンフレットの作成費用等）を必要とする場合

は、その理由、実情（状）等を明確に提示したうえで、適宜、適正に算定する。 
（注）1. 通信費、水道・光熱費、印刷費、事務用品費等は、諸経費（業務管理費）に含まれるので計上できな

い。 

2．月例報告、完了届等は、通常業務の一環として行われるものであり、別途、報告書等作成費として

計上することはできない。 

 

補足事項：広報パンフレットについて 

 広報パンフレットの作成費は、事業実施計画によりそれを作成・配布することとされた

場合に限り、計上することができる。 

 なお、作成様式、内容、部数等については、概略設計方針検討の段階で、積算方針とし

てあらかじめ検討・整理するものとする。 

 

5-2-3 間接費 

 間接費は、以下により算定することを原則とする。 

 

（１） 間接費率の設定 

  間接費率は、表 5-10 に基づき設定した率を上限とする。 

 

表 5-10 間接費率表 
単位：％ 

 
 
 
 

（２）その他原価の算定 

 諸経費は下記により算定する。 

その他原価率 120 

一般管理費等率 40 
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諸経費＝日本人技術者の直接人件費×その他原価率 

 

（３）一般管理費等の算定 

 

 技術経費は下記により算定する。 

 

一般管理費等＝（日本人技術者の直接人件費＋その他原価）×一般管理費等率 

 

（４）間接費の算定 

 間接費は下記により算定する。 

 

間接費＝その他原価＋一般管理費等 

 

5-3 施工監理費 

施工監理費は、原則として被援助国公的機関に積算基準等がある場合は、これにより、

ない場合もしくはあってもこれにより難い場合は、他ドナー等によって建設されている類

似案件の実績（事業費に対する施工監理費の割合）等に準拠するものとし、準拠した積算

基準等を提示する。更にそれにもより難い場合は、施工監理を行うにあたり必要な技術者

の配置計画に基づき算出する。 

以下に標準的な費用の内容を示すが、積算方法については概略設計方針検討の段階で、

積算方針としてあらかじめ検討・整理するものとする。 

 

 

5-3-1 直接人件費 

 

（１）日本人技術者の範囲、格付および配置体制 

１） 日本人技術者の範囲 

① 業務主任者： 当該施工監理業務全体を統括管理する専門技術者 

② 常駐施工監理技術者１：工事施工期間を通じて現地に駐在し、当該工事全体の施

工監理を行う専門技術者 

補足事項：施工における不測の事態への対応について  

現地企業が施工する場合は、技術力、財務的体力の状況、工期、安全、品質等に対する

理解において、本邦企業と異なることが想定される。従って、本邦企業の場合では通常想

定されない事態になることも想定され、最悪の場合、施工契約をした現地企業の倒産、あ

るいは著しい工期遅延のため施工契約を解除せざるを得ないといった事態もありうる。そ

のため、これらへの対応策の検討、対応策実施の促進、施工契約に係る各種対応（連絡・

調整、手続支援、残工事対応策の検討等）が、本邦企業の場合と比べて大きな負荷となる。

このような場合は、当該業務の発生時に設計監理費として積算を行うものとする。 

なお、これらの予防及び解決を図るために、実施機関や現地企業との連絡・調整にあた

っては、常駐施工監理技術者まかせにせず、業務主任自らが積極的に対応することが重要

である。 
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③ 常駐施工監理技術者２：工事施工期間を通じて現地に駐在し、常駐監理技術者１

と協働して当該工事全体の施工監理を行うとともに、現地施工企業への支払いに

関し、その資金計画を作成し、JICA による支払を支援する専門技術者 

④ その他の施工監理技術者：必要期間現地で専門分野の施工監理業務を行う専門技

術者、完工検査、瑕疵検査等の各種検査を行う専門技術者等施工管理支援技術

者：現地施工企業の施工管理を支援する専門技術者 

 
 

２）日本人技術者の格付 

 

 業務主任者       ：２号以下（表 5-1 を標準とする） 

常駐施工監理技術者１  ：３号以下（表 5-1 を標準とする） 

常駐施工監理技術者２  ：４号以下（表 5-1 を標準とする） 

その他の施工監理技術者 ：３号以下（表 5-1 を標準とする） 

施工管理支援技術者   ：３号以下（表 5-1 を標準とする） 

 

 なお、日本人技術者の格付（号）は、業務内容、技術的難易度等からこれにより難いと

判断される場合は、その理由を明確に提示することにより、さらに上位の格付（号）を選

択することができる。また、従来格付 5 号、6 号が実施していた業務に関しては、直接人件

費ではなくその他原価として算定することに留意する。 

 

 ３）日本人技術者の配置体制 

日本人技術者の配置体制は、事業実施計画の策定の一環として策定されるものであり、

工事規模・内容、技術的難易度、サイトの分散状況、工程計画等を踏まえた業務内容・業

務量・業務期間等（施工監理計画）を総合的に検討のうえ、日本人技術者、現地コンサル

タントとの業務分担を明確に整理し、以下の原則により、作業に係る必要分野毎の要員数

（役割分担）・必要とする技術レベル（格付）、各要員の配置期間（業務日数）等を適切

に設定することにより、合理的な体制とする｛2-3-4(2)、(3)項参照｝。 

① 業務主任者の配置 

現地での工事進捗会議や品質管理会議や施工の重要な節目において、業務主任者によ

る監理が必要な場合には配置を行う。 

② 常駐施工監理技術者は、２名を原則とし、そのうち常駐施工監理技術者２は品質・工

程監理等の業務に加えて、資金計画作成・支払支援の業務も担当する。また工事規模・

内容、品質確保、サイトの分散状況等から、これによりがたいと判断される場合、必

要な期間、３名以上配置することができる。 

③ 専門分野の工事が含まれる場合、その必要性（工事工程、工事規模、技術的難易度等）

により、その他の施工監理技術者を必要な期間、配置することができる。 

④ 日本人施工監理技術者と現地傭人（施工監理技術者）を併せて計画する場合、業務分

担を明確に整理し、適切に配置する。 

⑤ 安全管理に係る監理業務は、日常的な施工監理業務の一環として常駐施工監理技術者

が行う。なお、安全管理を行う専門技術者の配置を必要とする場合には、常駐施工監

理技術者が行う業務との役割分担を明らかにする。 

 

（２）日本人技術者の単価（月額） 

日本人技術者の単価は、それぞれの格付（号）に応じた月額単価とする。 

現地コンサルタントの単価（5-3-2 直接経費として別途計上されない直接経費や間接費等

を含む）は、4-1-3(4)項に基づく見積により査定する。 
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（３）直接人件費の算定 

直接人件費は、それぞれの日本人技術者の格付（号）および事業実施工程表に基づく配

置期間（月数）に応じ、下記により算定する。 

 

直接人件費＝当該日本人技術者の業務期間（月数）× 

当該日本人技術者（施工監理技術者）の単価（月額） 

 

5-3-2 直接経費 

原則として被援助国公的機関に積算基準等がある場合は、これにより、ない場合もしく

はあってもこれにより難い場合は、他ドナー等によって建設されている類似案件の実績（事

業費に対する施工監理費の割合）等に準拠するものとし、準拠した積算基準等を提示する。

更にそれにもより難い場合は、施工監理を行うにあたり必要な業務計画に基づき算出する。 

直接経費として計上する標準的な費用の内容は、以下のとおりである。ただし、コンサ

ルタントが現地コンサルタントを活用する場合は、現地コンサルタントの活用にかかる直

接人件費、直接経費、間接費等、現地コンサルタントが施工監理を行うにあたり必要な全

ての費用を直接経費の現地傭人費として計上するものとする。 

 

（１）現地傭人費 

施工監理を行うにあたり必要な現地傭人費は、5-2-2(1）項に基づき算定する。 

 

（２）旅費・日当・宿泊費 

施工監理を行うにあたり必要な旅費・日当・宿泊費は、5-2-2(2)項に基づき算定する。 

 

（３）手当 

施工監理を行うにあたり必要な手当は、5-2-2(4)項に基づき算定する。 

 

（４）品質管理費 

施工監理計画に基づく各種品質管理試験（コンクリート、骨材類、各種材料等）に要す

る費用は、現地に適当な試験実施機関がある場合はこれを利用することとし、当該試験実

施機関の定める料金により算定する。 

適当な試験実施機関がない場合および現場で実施する試験、特殊な品質管理等（平板載

荷試験、その他各種原位置試験、各種測定計器の設置・撤去および測定等）については、

実情（状）に応じ試験、測定機械・器具費、運転経費、材料費（消耗品を含む）、労務費

等、必要とする費用を、所要数量等を適切に査定した上で、4-1-3(4)項に基づく見積等によ

り、適宜、適正に算定する。 

なお、試験、測定機械・器具等の準備数は、一組とすることを原則とするが、サイトの

分散状況、施工工程等、特別の事情からこれによりがたい場合は、その理由を提示するこ

とにより、適宜、適切な準備数とすることができる。 

 

補足事項：品質管理試験等について 

 品質管理のための各種試験等は、工事仕様と密接に関連したものであり、契約図書にお

いて適切に指示（試験項目、内容、頻度、管理基準等）すべきものであることに留意する。 

 

（５）通信費 

施工監理を行うにあたり必要な通信費は、5-2-2(5）項に基づき算定する。 
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（６）交通費（監理用車両費、通勤費等） 

１）監理用車輛 

監理用車輌は、サイトの分散状況、事業工程、技術者数・業務内容、現地の交通事

情・道路状況、調達事情、経済性等を総合的に勘案し、車種種別（乗用車、ワゴン車、

四輪駆動車等）、仕様、所要台数、運転（稼働）日数等を適切に査定した上で、賃貸

条件・料金あるいは 4-1-3(4)項に基づく見積等により、適宜、適正に算定する。 

なお、運転経費を構成する各要素のうち、燃料費については、下記により算定し本 

項に計上するとともに、運転労務費については、5-3-2(1)項に基づき算定し、直接経費

の現地傭人費として計上する。 

 また、自動車保険を必要とする場合は、4-1-3(4)項に基づく見積等により、適正に算

定する。 

当該車両の燃料費 ＝Ｌ×Ｄ×＠  

Ｌ  : 当該車両の運転1日あたり燃料消費量 ＝α×ｋＷ×Ｈ  

Ｄ  : 当該車両の運転（稼動）日数  

＝{当該車両の供用日数（拘束期間）－当該車両の輸送（回送）期間 }  

＠  ：燃料単価  

α  ：当該車両の運転1時間あたり燃料消費率＝「算定表」参照  

ｋＷ：当該車両の機関出力（エンジン定格出力）＝「算定表」参照  

Ｈ  ：運転 1 日あたり換算運転時間＝3H/日（運転時間あたり損料対象時間）  

 

２）燃料費 

燃料費は、運転日あたり運転時間等から所要数量を適切に査定した上で、4-1-3(4)

項に基づく見積等により、適宜、適正に算定する。 

 

（８）営繕施設 

施工監理を行うにあたり必要な営繕施設は、5-2-2(3)項に基づき算定する。 

 

補足事項：営繕施設設置の考え方について 

 施工現場が広く分散している場合は、適切な施工監理ができるように適切な数の営繕施

設を設置するが、効率的な配置とする。また、支払支援の必要がある場合は実施機関等が

ある首都に設置することも検討する。 

 

（９）その他 

 前記各項に属さない、特別な費用を必要とする場合は、その理由、実情（状）等を明

確に提示したうえで、適宜、適正に算定する。 

 

5-3-3 間接費 

 間接費は、以下により算定することを原則とする。 

 

（１）間接費率の設定 

  

  間接費率は、表 5-11 に基づき設定した率を上限とする。 

 

表 5-11 間接費率表 

その他原価率 120 
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単位：％ 

 
 
 

（２）その他原価の算定 

 

 その他原価は下記により算定する。 

 

 

その他原価＝日本人技術者の直接人件費×その他原価率 

 

 

（３）一般管理費等の算定 

 

 一般管理費等は下記により算定する。 

 

 

一般管理費等＝（日本人技術者の直接人件費＋その他原価）×一般管理費等率 

 

 

（４）間接費の算定 

 

 間接費は下記により算定する。 

 

間接費＝その他原価＋一般管理費等 

 

5-4 調達監理費 

 

5-4-1 直接人件費 

（１）技術者の範囲・格付および配置体制 

 

１）日本人技術者の範囲 

 

業務主任者    ：当該調達監理業務全体を統括管理する専門技術者 

調達監理技術者  ：必要期間、現地で専門分野（据付工事等を含む）の調達監理

業務を行う専門技術者、必要に応じ現地で事前確認、各種打

合せ、中間検査、検収、引渡し業務等を行う（あるいは補完

する）専門技術者 

検査技術者    ：当該調達企業との立会検査｛製品検査（工場検査）、出荷前

検査）業務および当該調達企業から提示された製品検査報告

書、機器製作図、その他関連図書等の確認・照合、これらに

関連した各種打合せ業務等ならびに船積み前機材照合検査

の委託について、第三者検査機関との連絡・調整業務等を行

う専門技術者 

一般管理費等率 40 
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２）日本人技術者の格付 

 

    業務主任者       ：２号以下（表 5-1 を標準とする） 

調達監理技術者     ：３号以下（表 5-1 を標準とする） 

検査技術者       ：３号以下（表 5-1 を標準とする） 

 

 なお、日本人技術者の格付（号）は、業務内容、技術的難易度等からこれにより難い

と判断される場合は、その理由を明確に提示することにより、さらに上位の格付（号）

を選択することができる。 

 

 ３）技術者の配置体制 

技術者の配置体制は、事業実施計画の策定の一環として策定されるものであり、調達規

模・内容、技術的難易度、サイトの分散状況、工程計画等を踏まえた業務内容・業務量・

業務期間等（調達監理計画）を総合的に検討のうえ、日本人技術者、現地コンサルタント

との業務分担を明確に整理し、以下の原則により、作業に係る必要分野毎の要員数（役割

分担）・必要とする技術レベル（格付）、各要員の配置期間（業務日数）等を適切に設定

することにより、合理的な体制とする｛2-3-4(2)、(3)項参照｝。 

 

① 常駐調達監理技術者は置かない。 

② 調達監理技術者は、専門分野の調達、据付工事等および事前確認、各種打合せ、中間

検査、検収、引渡し等が並行して複数のサイトにわたり実施される場合、複数配置す

ることができる。 

③ 日本人調達監理技術者と現地傭人（調達監理技術者）を併せて計画する場合、業務分

担を明確に整理し、適切に配置する。 

④ 検査技術者は、検査毎に 1 名を原則とする。 

ただし、当該調達企業から提示された製品検査報告書、機器製作図、その他関連図書

等の確認・照合、これらに関連した各種打合せ業務等に係る検査要員については、業

務量・内容等に応じて複数配置することができる。また、製品検査業務の一環として

の書面確認・照合、各種打合せ業務等および船積前機材照合検査の委託に関する第三

者検査機関との連絡・調整業務等は、自社内における業務（出張業務外）であり、こ

れらの業務に係る検査技術者については、旅費・日当・宿泊費を計上することはでき

ない。 

 

（２）日本人技術者の単価（月額） 

日本人技術者の単価は、それぞれの格付（号）に応じた月額単価とする。 

現地コンサルタントの単価（5-3-2 直接経費として別途計上されない直接経費や間接費等

を含む）は、4-1-3(4)項に基づく見積により査定する。 

 

（３）直接人件費の算定 

直接人件費は、それぞれの技術者の技術レベル（格付）および事業実施工程表に基づく

配置期間（月数）に応じ、下記により算定する。 

 

直接人件費＝当該技術者の業務期間（月数）×当該技術者の単価（月額） 
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5-4-2 直接経費 

原則として被援助国公的機関に積算基準等がある場合は、これにより、ない場合もしく

はあってもこれにより難い場合は、他ドナー等によって調達されている類似案件の実績（事

業費に対する調達監理費の割合）等に準拠するものとし、準拠した積算基準等を提示する。

更にそれにもより難い場合は、調達監理を行うにあたり必要な業務計画に基づき算出する。 

直接経費として計上する標準的な費用の内容は、以下のとおりである。ただし、コンサ

ルタントが現地コンサルタントを活用する場合は、現地コンサルタントの活用にかかる直

接人件費、直接経費、間接費等、現地コンサルタントが調達監理を行うにあたり必要な全

ての費用を直接経費の現地傭人費として計上するものとする。 

 

（１）現地傭人費 

 調達監理を行うにあたり必要な現地傭人費は、5-2-2(1）項に基づき算定する。 

 

（２）旅費・日当・宿泊費 

 調達監理を行うにあたり必要な旅費・日当・宿泊費は、5-2-2(2)項に基づき算定する。 

 

（３）営繕施設 

調達監理を行うにあたり必要な営繕施設は、5-2-2(3)項に基づき算定する。 

 

（４）手当 

 調達監理を行うにあたり必要な手当は、5-2-2(4)項に基づき算定する。 

 

（５）交通費 

調達監理を行うにあたり必要な交通費は、5-3-2(6)項に基づき算定する。 

 

（６）その他 

 前記各項に属さない、特別な費用を必要とする場合は、その理由、実情（状）等を明

確に提示したうえで、適宜、適正に算定する。 

 
 

5-4-3 間接費 

 

 間接費は、以下により算定することを原則とする。 

 

（１）間接費率の設定 

  間接費率は、表 5-12 に基づき設定した率を上限とする。 

   
 

表 5-12 間接費率表 

 

          単位：％ 

 
 
 

（２）その他原価の算定 

 その他原価は下記により算定する。 

 

 

その他原価率 120 

一般管理費等率 40 
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その他原価＝日本人技術者の直接人件費×その他原価率 

 

 

（３）一般管理費等の算定 

 一般管理費等は下記により算定する。 

 

 

一般管理費等＝（日本人技術者の直接人件費＋その他原価）×一般管理費等 

 

 
 

（４）間接費の算定 

 間接費は下記により算定する。 

 

間接費＝その他原価＋一般管理費等 

 



施設・機材等調達方式（現地企業活用型） 概略事業費積算マニュアル 

 34 

第 6 章 ソフトコンポーネント費 
 

事業実施計画において、ソフトコンポーネントを実施することとした場合は、業務内容

に基づき所要数量等を適切に査定した上で、4-1-3(4)項に基づく見積等により、適宜、適正

に算定する。なお、ソフトコンポーネントについては、施工監理に係る諸経費率を適用す

る。 

 

補足事項：ソフトコンポーネントについて 

 ソフトコンポーネントを計画する場合は、以下の事項に留意する。 

（別に定める要領「ソフトコンポーネント・ガイドライン」参照） 

1.ソフトコンポーネントは、プロジェクトの立ち上がり支援等をおこなうものであり、技 

術協力の代替ではない（予算的にも大規模な投入は不可能であり、技術協力との連携に

ついても充分な検討を要す）。 

2.ソフトコンポーネントを実施することによる成果、効果等を充分に検討する。 
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第 7 章 その他 
 

事業を実施するにあたって、前記各項に属さない、特別な費用（公的検査機関費等）を

必要とする場合は、その理由、実情（状）等を提示した上で、4-1-3(4)項に基づく見積等に

より、適宜、適正に算定し、計上することができる。 

なお、現地企業との間で契約履行等に関して係争になった場合、裁判等の結果に関する

経費（和解金、賠償金等）を含めることは認められない。 
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第 8 章 積算結果の整理 

 

積算の結果は、積算関連資料等に基づき、表 8-1 により『概略事業費（無償）積算内訳

書』として整理する。 

 

表 8-1 概略事業費（無償）積算内訳書 

         構  成  項  目          内     容     様 式 

    大項目        中項目       小項目              

   表紙 ・整理ファイル表紙 

 

  

・見開き表紙 

１）表紙 

 

２）背表紙 

案件名・表題、事業年度（協力準備調

査契約年度）、コンサルタント名 

 

案件名・表題、事業年度、コンサル

タント名 

業務主任者、積算担当者、検算（照

査）担当者等の氏名・押印 

付図 8-1 

 

 

付図 8-2 

   目次     

1. 案件概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・被援助国全体図 

 

・施工地域概念図 

 

 

 

 

 

・計画概要図 

・事業計画概要 

 

 

・工事数量総括表 

 

 

・調達機材概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図上に施工位置・地域を示す 

縮尺は適宜設定し、A4 サイズにまとめる 

工事現場が分散する場合や、資・機

材の第三国調達等で荷揚港と現場が

離れている場合は、輸送経路・距離

を示す 

縮尺は適宜設定し、A4 サイズにまと

める 

当該施設計画一般図 

当該案件の目的と事業の概要につい

て、調査報告書より抜粋し、積算に

必要な事項を簡潔に記述する 

（学校建設の場合） 

ロット別建設予定学校名、教室数、

便所数、延床面積等を表にまとめる 

主要機材リスト(調達先、単価（価

格）、主な仕様等) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 施工計画 

 

 

・実施計画等の方針 

 

 

１）施工・調達方針 コンサルタントの体制（要員別、MM、

格付け等）等について工程計画の策

定とも関連させ記述 
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・施設計画等の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調達計画等の方針 

 

 

・工程計画の方針 

 

 

 

2)ロット分け、入札計画 

 

 

 

 

１）自然条件に対する方

針 

２）平面計画に対する方

針 

 

 

３）現地仕様とその改善

案 

 

 

４）施設の仕様比較 

 

 

 

 

 

５）品質管理計画 

１）資機材調達計画 

 

 

１）全体工程計画 

２）工事工程 

３) 設計監理計画 

４）実施工程表 

①ロット構成概要 

②施工企業、コンサルタント、ソフ

トコンポーネント実施先、公的検

査機関等の選定の手続き（入札） 

 

 

 

①平面計画 

②立面・断面計画 

③家具・備品計画 

④その他 

①強度、耐久性に係る仕様 

②採光 

③身障者対応 

④その他 

①平面計画の比較 

②立面計画の比較 

③断面計画の比較 

④基礎形式の比較 

⑤仕上げ材料の比較 

⑥その他 

 

①被援助国における建設用資・機材

の調達事情 

②第３国調達品目はその根拠を記述 

 

根拠に基づいた工事工程表と

して整理する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．実施計画(機材) 

 

 

 

 

 

・実施計画等の方針 

 

 

 

 

 

１）機材調達方針 

 

 

2)ロット分け、入札計画 

 

 

コンサルタントの体制（要員別、MM、

格付け等）等について工程計画の策

定とも関連させ記述 

①ロット構成概要 

②調達企業の選定の手続き（入札） 
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・機材選定の基本方

針 

・調達計画の策定 

 

 

 

 

・工程計画の策定 

 

 

 

 

 

 

１）機材の調達計画 

２）輸送計画 

３）据付工事（施工）計画 

４）検査・検収等実施計

画 

１）調達実施工期の策

定（工期設定の条

件） 

 

 

 

２）調達実施工期の算定 

３）調達実施工程表 

機材選定にあたっての基本方針等を

記述 

調達先選定の基本事項等 

輸送範囲、輸送経路、輸送方法等 

据付工事の内容、要員計画、工程計画 

検査・検収内容に応じた要員計画、

工程計画 

①調達機材の製作期間 

②輸送期間と到達時期 

③諸手続きに要する期間 

④据付工事等の施工工程 

⑤検査・検収に要する期間 

⑥その他必要期間 

 

根拠に基づいた調達工程表と

して整理する 

 

4. 積算条件・方法

等 

・積算時点   

 

・通貨の交換レート 

 

 

・税金の処置 

 

・準拠する積算基準 

 

・積算条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）物価変動予測 

２）建設費 

３）機材調達費 

４）設計監理費 

５）その他 

20●●年●●月と記載（現地調査終了

月を基本とする） 

①米ドル対日本円 

②米ドル対現地通貨、現地通貨対日本円 

③第３国通貨対日本円 

税金の名称と具体的な免税の処置

方法 

積算基準を一覧表にし、積算にお

いて使用する略号を付記する 

 

 

 

 

公的検査機関費 

 

5. 事業実施工程表    付表 8-1 

6. 概略事業費（無

償）総括表 

 

 

 

 

 

１）概略事業費（無償）

総括表 

 

 

２）設計監理費内訳表 

直接経費等で明確に区分できない費

目は、直接人件費の総額に比例させ

て按分する 

付表 8-2 

 

 

 

付表 8-3 
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7．事業費内訳表  

・建築建設費 

 

 

 

 

 

 

・機材調達費 

 

 

 

 

 

・設計監理費 

 

 

 

 

 

・その他 

 

１）建築費 

 

 

 

 

２）設備費 

３）家具・備品費 

１）機材費内訳表 

（その１） 

２）機材費内訳表 

 （その２） 

 

 

１）実施設計費 

２）入札関連業務費 

３）施工監理費 

４）調達監理費 

５）ソフトコンポーネン

ト費 

１）公的検査機関費 

総事業費 

①直接仮設 

②地業工事 

③土工事 

④躯体工事 

⑤仕上工事 

 

 

①機材本体費 

②交換部品費 

③その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表 8-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8．事業費分析表 

 

・概略事業費（無償）

分析表 

・事業費構成比率表 

  付表 8-5 

 

付表 8-6 

9．労務単価表 ・労務単価   付表 8-7 

（注）1. 概略事業費（無償）積算内訳書の用紙は、Ａ４サイズとし、添付図面はＡ４またはＡ３サイズとする。 

2．概略事業費（無償）積算内訳書の編集形式は、Ａ４サイズの簡易なファイル綴りとし、各資料には項

目毎に見出紙を貼付する。 

3．機材調達が施設建設調達と分離される場合には、下線の項目についても記載する。 
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付   表 



○○○○○○国
予 算
年 度 □□□□□□□□ 計画

国 名 協力準備調査契約年度

□ 協力準備調査

□

協 □

力 □

準 □ 概略事業費（無償）積算内訳書

備 □

調 □

査 □

計

画

2 20□□年 □□月
0

□

年 ○　○○○コンサルタンツ株式会社

□

月

コ （表紙）
ン 履行期限最終月
サ
ル
タ
ン
ト
名

　　　（背表紙）

付図8-1 概略事業費（無償）積算内訳書表紙および背表紙

概
略
事
業
費
（

無
償
）
積
算
内
訳
書



 

 

           

 

○○○○国 
 

□□□□□□□□計画 
 

 

              協力準備調査 
 

 

           概略事業費（無償）積算内訳書 
 

 

 
 

 

 

20○○年○○月 

 

 

○○○○コンサルタンツ㈱ 

担当業務 氏名 押印 

業務主任 ○○○○ (印) 

積算担当者 ○○○○ (印) 

積算担当者 ○○○○ (印) 

検算担当者 ○○○○ (印) 

検算担当者 ○○○○ (印) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       付図 8-2 概略事業費（無償）積算内訳書の見開き表紙（例） 
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